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白王町集落営農組合

「宝物と宝探し～素晴らしい風景が農業を守る」



西の湖周辺区域

白王町の区域

白王町は、近江八幡市北東部にあり、
北端は琵琶湖、南端は西の湖（内湖）、

風光明媚な自然と歴史と日本の原風景を残して
いる文化的な景観を形成した地域

琵琶湖

西の湖





集落全戸数 ５０戸 人口 ２１０名

参画農家戸数 組合員 ３８戸
（耕作者１８戸・土地持ち非農家２０戸）

農地面積 ５０ha （内約１０hａを組合に集積）

主要作物 水稲・麦（大麦、小麦）
大豆（白大豆、早生黒、丹波黒）
水郷野菜（かぼちゃ）

生産調整（約３０％）により作付けた麦跡１５ha
を高度利用して全面積に大豆を生産

労働力 農業が主 ： ７名 サラリーマン ： １３名
非農家 ： ３名 女性部 ： １０名

機械・施設 資産管理団体である旧営農組合より借入
新規大型機械など組織で所有・リース

白王町集落営農組合の概要



平成１８年従来の営農組合組織から、特定農業団体として、白王町
集落営農組合を設立し担い手としての位置づけを図る。

平成１９年農地・水・環境保全向上対策の活動組織として、「白王町鳰の
会」を発足し、集落ぐるみで環境保全に取り組む。

平成２０年、先人の残してくれた農の原風景を守るため地域住民らと一体
になり「權座・水郷を守り育てる会」のプロジェクトを立ち上げる。

里山リニューアル事業や「白王里山再生プロジェクト」に積極的に取り組
み、里山・農地・水郷の景観保全に努める。

地域ブランド農産物の発掘や、地産地消の推進に努める。

平成２３年１０月１日 農業生産法人 白王町集落営農組合設立

白王町集落営農組合の歩み



白王町集落営農組合
（構成員 ２１戸）

白王町自治会

鳰 の会

（環境保全・町づくり委員会）

権座・水郷を守り育てる会

集落住民および一般募集

近江八幡市

ＪＡグリーン近江

土地改良区

県農業農村

振興事務所

行政・関係機関

円山・北之庄集落

他まちづくり団体等

Ｎ Ｐ Ｏ
情報交換

協働

西の湖・伊庭内湖流域みずずまし推進協議会

みずずまし構想参画・関係組織との連携

白王町むらづくりの推進体制図



昭和１０年の白王町の風景半農半漁の生活

大中の湖干拓まではまさに「陸の孤島」
といわれるほど交通不便地であった。

特に戦前までは買い物や通院、物資の運搬、
結婚時の嫁入りなどは船で往来していた。



昭和３０年代の白王町（權座・大葭を望む）



昭和３７年大中の湖干拓前



昭和５９年以降干拓・圃場整備後



権座（島状の田）

現在でも交通手段が唯一船しかない
内湖にある島状のたんぼ「権座」や「巴」など
葭地内の水田に舟で通い耕作を続けている。



湖中堤防計画イメージ図



重要文化的景観とは

• 「文化的景観」とは、文化財保護法に
より、「地域における人々の生活又は
生業及び当該地域の風土により形成さ
れた景観地で我が国民の生活又は生業
の理解のため欠くことのできないもの
」と定義される（第2条第1項第5号）。
棚田や里山がその例である。



更科も芳野もよしや月花に

これもはなれぬ雪の夕映え

北村季吟



更科も吉野もよしや月花にこれもはなれぬ雪の夕はへ

• この歌は、今から３３０年前の天和２年１６８２年に松尾
芭蕉の師匠で近江野洲出身の俳人北村季吟が八幡山に登り
、眼下に広がる夕映えの西の湖のその余りの色彩の豊かに
感動し光景を詠んだ歌です。重要文化的景観の選定に動き
始めたきっかけです。「更級」は長野県千曲市の姨捨田毎
の月を指し、芳野（吉野）は千本桜で有名な史跡名勝「吉
野山」のことです、ならば西の湖と水郷を季吟の評価に応
えたいと思うのは至極当然のことではないでしょうか。

• 景観を大事にするまちづくりは、地元にとってなんでもな
い風景が、とんでもない風景に意識が変わることと、住民
が誇りと感じられる時であり、近江八幡市にとっても重要
なキーワードであります。近江八幡市の来るべき時代の新
しいまちづくりではないかと私は確信しています。（Ｍ）



白王町では、周囲の風景はほとんど時間が止まったように残っている。

この風景が全国で第一号の重要文化的景観の地区として選定を受けた
が、事前の説明会で住民たちは「このあたりまえの風景のどこが重要な
の？」「どこにでもある風景じゃないの？」と言うように、
白王町の風景の重要さが理解できていない状態であった。

重要文化的景観位置図



• 第1回WS
農業・景観を考えるWS

• 第2回WS
地域の景観を知るWS

• 第3回WS
地域にとっての景観の効用と景観と調和

した営農についてのWS
• 第4回WS
生産基盤等の景観配慮についてのWS

●住民参加の計画づくり

●対象が農振地域（重要文化的景観第３次申請の農地）、営農を継続することで景観保全
→農家の意見が重要 → 「景観」の話なので農家を含めた地域住民を対象

・景観について考えてもらう

・地域の景観について再認識してもらう

・農業をどう継続していくか

・地域の将来の農業

・景観と調和した農業

・地域にとっての景観とは

景観農業振興地域整備計画策定のプロセス



老若男女、活発な意見が飛び通ったグループ討議



「営農の継続することで地域の景観が守られる」

「これまでの地域での生活や営農の積み重ねによって
今の景観ができあがっている」

「外部の人間のためでなく、自分たちのため、子や孫の
ための景観である」

景観農業振興地域整備計画策定を通じて

今回のワークショップで住民が景観の認識を共有するこ
とができた。

白王町の宝物を探しあてた！



白王町で実施している保全活動

• 用水路法面などの除草
• 環境美化活動（農道沿いの空き缶等の回収）
• 環境こだわり農産物の作付
• 魚のゆりかご水田事業
• 景観作物ひまわり、コスモスの栽培
• 権座・水郷コンサート、農の収穫感謝祭の開催
• 国際シンポジュウムの開催
• 都市間交流事業『田植え」『稲刈り」の実施



景観作物ひまわりの植え付け

魚のゆりかご水田



権座コンサート（平成１８年～）



農の収穫祭 in GONZA 開催



国際シンポジウム「文化的景観の動態保全」開催

主催：白王町鳰の会

海外より５名の教授を招く

国内の先生方も多数招い
て、平成１９年１０月２５日
～２７日の３日間開催する。

白王町住民案内に
よる水郷めぐり



↑農業体験

都市間農業交流事業



懐かしい「じゃぐるま」の復活



白王町で実施しているその他の活動

• 白王山「里山リニューアル事業（平成１９年）
• 白王里山プロジェクト事業（平成１８年～）
• 農産物のブランド化の取り組み（平成２０年～）
• 酒米「滋賀渡舟６号」作付け（平成２０年～）
• 権座ツアーの受け入れ（平成２１年６月～）
• 純米吟醸酒「權座」の発売（平成２１年～）



ナウスジーアシステム研究所 小野所長
農村開発企画委員会 落合主任研究員

農産物ブランド化に関する研修会の開催

白王町鳰の湖会館
Ｈ２１．１．２１



地元野菜「北之庄菜」の復活



丹波黒大豆の枝豆収穫



水郷野菜（かぼちゃ）栽培



幻の酒米「滋賀渡船六号」の作付け

環境こだわり米の作付





権座で収穫された酒米を田船で運搬する



















権座ツアー実施

Ｈ２１．６．８～６．１２
日本の里百選の選定が
きっかけ
４日間でのべ１５０人が上陸

無理に観光地化しない
ほうがいいのでは？
との指摘をうける。

特産物の直売



「なんにもないところへようこそ！」



新酒「權座」を楽しむ会
「権座サポーターのつどい」開催

３月２８日
今年の出来
栄えは

新酒權座

サポーターによる権座の護岸修復









白王町において、なぜこのような取り組みができたのか？

住民

白王町

農地

里山 葭地

集落 水郷

学識経験者
行 政

ＮＰＯ、
まちづくり団体他地区住民等

協力

意見交流
イベント・
体験交流
への参加

アドバイス

協働



これまでの取組みに関する表彰や国等の位置付け

平成１８年１月 重要文化的景観選定「近江八幡の水郷」全国初
平成１９年６月 重要文化的景観追加選定 白王の農地・里山・住居

平成２０年１月 全国田園自然再生コンクール 朝日新聞社賞

平成２０年２月 農が育む景観とふるさとづくり全国大会で事例発表
平成２１年１月 「人と自然あふれる物語」日本の里１００選 選出

平成２１年１１月「人・生き物・にぎわう農村」 滋賀県知事賞受賞
平成２２年４月 （財）農村開発企画委員会 農村計画学会賞受賞
平成２２年４月 滋賀ロハス大賞 ２００９年度大賞 受賞
平成２２年１０月 豊かなむらづくり農林水産大臣賞受賞
平成２４年３月 第７回美の里コンクール「審査員特別賞」受賞
平成２４年１０月 田園自然再生コンクール「地域資源活用賞」受賞
平成２４年１１月 あしたのまち・くらし活動賞「振興奨励賞」受賞
平成２５年１２月 日本ユネスコ協会「プロジェクト未来遺産」登録



景観を守り、みんなで

楽しい農業に取り組もう！

農業は一人でするのは
しんどいが、みんなで
やれば面白い夢がある！



景観を守り、みんなで

楽しい農業に取り組もう！

とにかく何かを
はじめよう！

Let's begin



（課題）
・白王町の環境向上活動の項目については、農村まるごと保全の項目を基本として活動しているが、今後
も活動を継続するには地域の特徴を活かした取組項目を行うとともに、交付金の対象となる活動となるよ
う留意する必要がある。

・農村まるごと保全組織の事務担当者は単年交代であり、煩雑となっている現在の事務処理の引継ぎが
難しい。

・農業用水路の老朽化が進んでおり、資源向上支払（長寿命化）についても取り組む必要がある。

・集落内の高齢化が進んでおり、活動を継承していくために若い担い手を確保するとともに、長期的な観点
から子どもたちにも様々な活動を通じ地域活性化の重要性をわかってもらう必要がある。

（今後の取組方向）
・本対策は地域コミュニティの維持・強化に必要不可欠となっており、今後とも取り組んでいく予定。

・集落内でもさらに本対策への参加を促すとともに、大学生などもっとさまざまな分野の方とも連携を図るな
どして新しい地域資源の活用方法などを見出していきたい。

・他にはない特徴的な地域資源をもっていることを、様々な機会を通じ広く多くの方にまずは知ってもらい、
お越しいただくことで地域活性化につなげたい。

世代をつなぐ農村まるごと保全向上対策の課題と今後の取組方向


